
漏水事故等があった場合、連絡が取れる上記以外の住所、氏名、

電話番号を記入

水道を使用される場所の住所を記入

電話番号は、日中連絡がとれる電話番号を記入

水道課から送付する書類などを水栓所在地とは異なる場所へ送付を

希望される場合、希望される送付先の住所、氏名、電話番号を記入

※氏名、住所が水栓所在地と同じ場合、同上と記入

≪黒のボールペンで記入≫

取扱い時間：平日　午前8時30分から午後5時15分

毛呂山町水道課　業務係

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい

☎ 049-295-2112 （内線162、163）

※実家や勤務先など

左の記入例に従って、水道使用開始届の太枠内（赤字部分）に記入して

水道課まで提出下さい（持参、郵送、FAX、メールの何れか）

水道の使用開始日を記入

水道を使用される場所の住所を記入

方書は、アパートやマンションの名称、部屋番号を記入

この『水道使用開始届』を記入した方の氏名、電話番号を記入

電話番号は、日中連絡がとれる電話番号を記入

水道を使用される方の氏名を記入

令和４

毛呂山 太郎

毛呂山 花子

ﾓﾛﾔﾏ ﾊﾅｺ

毛呂山町中央2ー1

同 上

376-0013 群馬県桐生市広沢町＊＊－＊＊－＊＊

350-0493

毛呂山 太郎

ﾓ ﾛ ﾔ ﾏ ﾀﾛｳ

毛呂山アパート 101

４ １ 金

毛呂山町中央２ー１

090-＊＊＊＊-〇〇〇〇

毛呂山アパート 101

同 上

090-＊＊＊＊-□□□□

090-＊＊＊＊-△△△△

090-＊＊＊＊-××××


